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三党実務者協議（３月２８日）の議事要旨 

 

日 時：平成２５年３月２８日（木）１７時００分～１８時２０分 

場 所：院内常任委員長室 

出席者：自民党 野田毅議員、鴨下一郎議員、宮沢洋一議員、福岡資麿議員 

    公明党 石井啓一議員、古屋範子議員 

    民主党 長妻昭議員、山井和則議員、梅村聡議員 

 

○ 三党実務者協議における議事要旨については、事務局が作成した上で、基本的に自党

の発言部分をチェックすること、他党の発言部分についてはどうしても問題がある場合

にのみ再度協議すること、自党の発言部分には他党の発言を入れないこととし、できる

だけ速やかにとりまとめ、国民会議に配布することとなった。 

 

○ 年金制度の課題について、自民党・公明党がとりまとめた資料及び民主党がとりまと

めた資料等を配布し、政府から年金保険料の徴収体制強化等について検討状況の報告を

受けた上で、歳入庁を中心に議論を行った。 

 

○ 協議においては、以下のような発言があった。 

・ 民主党が消費税引上げに反対したみんなの党と共同で歳入庁法案を出すとの報道が

あるが、三党の枠組みで議論しようとしているにも関わらず、そうしたことを行うこ

とについては違和感がある。（自民党） 

・ みんなの党は消費税引上げに反対しており、歳入庁を作れば、消費税を引き上げな

くても大丈夫との主張であると理解しているが、民主党がそうした党と組んでしまっ

たら、これまでの民主党の主張はどこに行ったのかということになる。（公明党） 

・ 民主党も歳入庁について一定の考え方を持っているので、法案提出を考えている。

自民党・公明党も一緒に歳入庁法案を提出する話に乗っていただけるのであればあり

がたい。（民主党） 

 

・ 今の税・保険料の徴収は、国税庁、日本年金機構、協会けんぽ、労働局と４つで行

っているが、歳入庁を創設すれば、これを一つにでき、重複を無くせるので、効率的

になる。利用者からみても、窓口が一つになるので利便性が上がる。併せて、免除の

職権適用なども含め、保険料を今よりきちっと徴収する。ただし、国民年金のように 1

万５千円の定額ではなく、報酬比例の保険料にして、払える額の保険料をいただくの

が前提である。他の国でも税と保険料を一緒にいただいているところはある。（民主党） 

・ 保険料の徴収をどこまで厳しくするのかという問題がある。税は払わないと刑事罰

もありうるが、社会保険料は給付と負担の関係なのだから、払わなければならない税

とは性格が異なる。保険料の徴収に税と同じような強制性を持たせることについては、
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国民の抵抗も強いのではないか。また、民主党の案には、歳入庁は国税庁に近い最低

限の人員で行うとあるが、今でも大変であるにも関わらず、これ以上、業務が増えて

は、業務効率が落ち、本来の税の徴収業務に支障が出る。国民の利便性についても、

税・保険料は支払先が違っても、振り込むだけなので複雑ではない。民主党は職権で

保険料を免除すると言うが、職権免除を行うのに歳入庁は必要ではない。また、民主

党の年金案ではすべての事業所から天引きすることになるのだから、わざわざ歳入庁

をつくる必要はない。（公明党） 

・ 民主党が挙げる歳入庁は、法律で検討することとなっている徴収体制の強化という

目的になぜ資するのか、説明がなされていない。国税庁は課税最低限以下の人は対象

としておらず、把握していない。歳入庁で課税最低限以下の人も対象にして、徹底的

に所得を捕捉して、保険料を強制的にとるのであれば、その分コストもかかる上、国

民感情から言っても疑問。年金は納めた分だけもらえる、社会保険の仕組みであり、

それを強制的に徴収しようとすると、そもそも受給資格という意味がなくなる。歳入

庁について、どうやって今の５万６千人の国税庁の体制から人員を増やさずに、１万

６千人で行っている年金機構の業務もやれるのか。それぞれの組織で求められる資格

も異なり、効率的ではない。（自民党） 

 

・ 歳入庁について民主党案を批判するのは良いが、税制抜本改革法で検討項目と規定

されており、自民党、公明党から国民年金保険料の納付率を上げ低年金者を防ぐため

の対案を示すべき。歳入庁に反対して、厚生年金の適用拡大にも反対してばかりいれ

ば前に進まない。（民主党） 

・ 国民年金保険料の納付率を上げるには、まず免除されないような所得階層でも景気

が悪くて支払えないケースがあるので、経済を良くして、払えるようにすること、次

に、被用者でも国民年金に適用されている人が多いので、厚生年金の適用拡大を行う

ことが必要。徴収体制の強化の検討は最後の手段という理解。自民党は、厚生年金の

適用拡大に反対だったわけではなく、拡大規模を縮小しただけであり、方向性は賛成

したと理解。（公明党） 

・ 法律の規定は、歳入庁を作ることが目的ではなく、年金保険料の徴収体制の強化等

が目的。厚生年金の適用拡大について方向性は賛成しているが、業種によっては雇用

などへの影響を大きいことに留意する必要。また、若い世代には、免除制度を知らな

いうちに受給資格を失ってしまうこともあるので、職権免除も考えればよい。さらに、

非正規雇用を減らすなど、経済政策や雇用政策で対応すべき部分もある。なお、昨年

の法案で低年金者に給付金を上乗せしたが、これも低年金者対策である。（自民党） 

 

○ 次回の三党実務者協議では、年金保険料の納付率を上げる案について各党が持ち寄り、

議論を行うこととなった。 

（以 上） 
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三党実務者協議（４月４日）の議事要旨 

 

日 時：平成２５年４月４日（木）１７時００分～１８時００分 

場 所：院内常任委員長室 

出席者：自民党 野田毅議員、鴨下一郎議員、宮沢洋一議員、福岡資麿議員 

    公明党 石井啓一議員、渡辺孝男議員、古屋範子議員 

    民主党 長妻昭議員、山井和則議員 

 

○ 国民年金保険料の納付率向上策について、自民党から資料を配布し、議論を行った。 

 

○ 協議においては、以下のような発言があった。 

・ 国民年金保険料の納付率向上策については、現在、税制抜本改革法の検討規定に基

づき政府で検討されているところであり、政府における検討を見守る必要がある。そ

の上で、現段階で考えられる方向性としては、①経済政策・雇用対策による経済の発

展と雇用の拡大・所得の向上、②国民年金制度の中に存在する被用者への厚生年金の

適用拡大、③保険料負担能力を有する国民年金被保険者に対する徴収の強化、④保険

料負担能力に乏しい国民年金被保険者に対する免除制度の有効活用、⑤年金教育、広

報の推進が考えられる。年金制度内だけで考えるのではなく、経済政策や雇用対策を

含めた総合的な対策として組み立てる必要。（自民党） 

・ 自民党の納付率向上策は、従来の対策の延長線上であり、根本的な解決にならない

のではないか。現行の年金制度を前提にして納付率を向上するのは非常に難しく、結

局、低年金者・無年金者の増加を放置することになるので、年金制度の抜本改革が必

要ではないか。（民主党） 

・ 国民年金保険料の納付率向上策については、基本的に自民党と同じ考え。特に、雇

用対策・経済政策に加え、教育支援も行うことにより、非正規労働者やフリーターと

いう状況が続かないようにすることが重要。（公明党） 

 

・ 低保障年金は財政的な負担が重いと言われるが、生活保護制度も全額税金であり、

低年金・無年金の人が今後大幅に増加し、生活保護受給者になれば、国家財政のため

にもならない。経済政策・雇用対策はやっていくとしても、年金制度についても、現

状のままではなく、格差是正のための年金となるよう改革すべき。民主党の提案して

いる年金一元化であれば、非正規労働者の適用拡大も一気にできる。歳入庁は、厚生

年金の非適用事業者の逃れをなくす方策になる。確定申告が必要な人が窓口に行った

ら保険料もあわせて必ず支払ってもらう。民主党政権時代に行った調査では１号被保

険者の半分以上が年収 100 万円以下であり、民主党の年金案であれば、保険料負担が

今よりも軽くなる人も多くいる。なお、すべての人の所得を把握するのではなく、賦

課下限額を設けることとしている。（民主党） 



2 
 

・ 民主党の年金案では、現行の国民年金よりも保険料負担が増える人も多くいるので、

未納・未加入の者が今よりも増えるのではないか。また、現役時代にゼロ保険料とい

うことで保険料を納めてこなかった人にも 低保障年金を支給してしまえば、却って

社会保険としての年金制度全体を空洞化させるのではないか。さらに、民主党の年金

案では、自営業者の所得をどう正確に捕捉するのかが問題。拠出に応じて給付を行う

という社会保険方式の基本的な考え方は堅持した上で、一時的に低所得に陥った人に

は保険料の免除で対応を行い、継続的に低所得に陥っている人には、雇用対策や経済

政策で対応すべき。年金の 低保障機能で生活保護に代替することは健全ではない。

厚生年金の未適用事業所の問題は、国税も年金機構も法人登記の資料に基づいて業務

を行っており、情報量は同じである。税と保険料を一緒に徴収すると言うが、年金保

険料も強制的ではあるものの、納付に応じて給付を受けるという考え方のものであり、

税と全く同じではない。（自民党） 

・ 非正規労働者が増えることで低年金者・無年金者が増えることの問題を年金制度の

側で対応することは健全ではなく、非正規労働者対策など雇用対策でしっかり対応す

る必要。国民年金の納付率の問題のために、年金制度を抜本的に改革することが適当

なのか疑問。（公明党） 

 

○ 次回の三党実務者協議でも、今回の議論の続きを行うこととなった。 

（以 上） 
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